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(57)【要約】
【課題】部材全体の小型化を図ることができるようにな
る床材用脚部材、及びこの床材用脚部材を使用した床の
施工方法を提供すること。
【解決手段】床下地材２に軟質敷物部材であるカーペッ
ト３が取り付けられている軟質床を硬質床にするための
床材６は、硬質材料である木材等で形成されており、こ
の床材６の下面６Ｂには、この下面６Ｂの一部から下方
へ突出している複数の脚部材１０が取り付けられ、それ
ぞれの脚部材１０の円柱状部１０Ａの下部に設けられた
第１侵入部である針部１０Ｄは、カーペット３に上から
侵入して床下地材２の内部まで到達可能となっている。
【選択図】図４



(2) JP 2010-24642 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床下地材の上に配置された軟質敷物部材の上に設けられる硬質材料で形成された床材の
下面の一部から下方へ突出して取り付けられ、前記軟質敷物部材に上から侵入して前記床
下地材の内部又はその表面又はその近傍まで到達可能となっていることを特徴とする床材
用脚部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の床材用脚部材において、前記床材の前記下面の面積より小さな面積を
有し、前記床材の前記下面に結合されて下向きの荷重を受ける荷重受け部が設けられてい
ることを特徴とする床材用脚部材。
【請求項３】
　請求項２に記載の床材用脚部材において、前記荷重受け部の下面には、この下面から下
方へ延び、上下方向の長さを有する１個の柱状部が設けられていることを特徴とする床材
用脚部材。
【請求項４】
　請求項２に記載の床材用脚部材において、前記荷重受け部は、平板状となっており、こ
の荷重受け部の下面には、この下面から下方へ延び、上下方向の長さを有する複数の柱状
部が設けられていることを特徴とする床材用脚部材。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の床材用脚部材において、前記荷重受け部は第１荷重受け部とな
っており、前記柱状部の下部には、前記床材の前記下面の面積より小さな面積を有し、前
記軟質敷物部材に当接して下向きの荷重を受ける第２荷重受け部が設けられていることを
特徴とする床材用脚部材。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれかに記載の床材用脚部材において、前記柱状部の下部には、前記
床下地材の内部まで侵入可能な侵入部が設けられていることを特徴とする床材用脚部材。
【請求項７】
　請求項６に記載の床材用脚部材において、前記侵入部は第１侵入部となっており、前記
柱状部の上部には、前記床材の内部に侵入可能な第２侵入部が設けられていることを特徴
とする床材用脚部材。
【請求項８】
　請求項３～５のいずれかに記載の床材用脚部材において、前記柱状部の上部には、前記
床材の内部に侵入可能な侵入部が設けられていることを特徴とする床材用脚部材。
【請求項９】
　請求項１に記載の床材用脚部材において、前記床材の前記下面に結合され、この下面の
面積よりも小さな面積を有する平板状の水平部と、この水平部から下方に延びる垂下部と
、を有するアングル状となっており、前記水平部は、下向きの荷重を受ける荷重受け部と
なっていることを特徴とする床材用脚部材。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれかに記載の床材用脚部材を床材の下面に取り付ける工程と、次い
で、前記床材用脚部材が取り付けられた前記床材を前記軟質敷物部材の上に設置する工程
と、を有していることを特徴とする床の施工方法。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれかに記載の床材用脚部材を軟質敷物部材の上に設置する工程と、
次いで、前記床材用脚部材に床材を載置固定する工程と、を有していることを特徴とする
床の施工方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の床の施工方法において、前記床材用脚部材は複数あり、これらの床
材用脚部材を前記軟質敷物部材の上に設置した後、前記複数の床材用脚部材に架け渡し可
能な長さ寸法を有する板状部材を、前記複数の床材用脚部材に架け渡した後、前記板状部
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材の上面に水準器を載置してこの板状部材の水平状態を測定し、前記水準器が、前記板状
部材が水平状態であることを示していないとき、前記床材用脚部材の上部にこの床材用脚
部材の高さ位置を調整するための高さ位置調整部材を配置する工程を有していることを特
徴とする床の施工方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の床の施工方法において、前記床材用脚部材は複数あり、これらの床
材用脚部材を前記軟質敷物部材の上に設置した後、前記複数の床材用脚部材に架設可能な
長さ寸法を有する板状部材を、前記複数の床材用脚部材に架設する工程を有していること
を特徴とする床の施工方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれかに記載の床の施工方法において、前記床材は、水平方向に
複数並設され、それぞれの前記床材における互いに反対側の２個の側面のうちの一方には
実が形成され、他方には溝が形成され、互いに隣接する２個の前記床材のうちの一方の前
記床材の前記実が、他方の前記床材の前記溝に嵌合されてこれらの床材同士が接続される
ものであり、前記床材用脚部材は、それぞれの前記床材の前記下面のうち、先に配設され
た前記床材の前記実と前記溝のうちの一方に嵌合する前記実と前記溝のうちの他方が形成
されている側面とは反対側の側面側に寄った位置に配置されることを特徴とする床の施工
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅やオフィス等に設置される床材に使用する床材用脚部材、及びこの床材
用脚部材を使用した床の施工方法に係り、例えば、カーペットや絨毯等による既設の軟質
床をフローリング等による硬質床に改装する際や、住宅やオフィス等の新築において断熱
材や遮音材等の上にフローリング等による硬質床を設置する際等に利用できるものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、床の経年化や居住者の希望、あるいは居住形態の変更、居住者自体の交代等
により、床下地材の上に配置された軟質敷物部材であるカーペットや絨毯等で仕上げられ
た軟質床をフローリング等による硬質床に改装しなければならない場合があり、下記の特
許文献１には、軟質床の表面を形成しているカーペット等を床下地材から取り外さずに、
軟質床を硬質床に改装するための床材が示されている。
【０００３】
　この特許文献１によると、フローリング等の硬質材料で形成されている床材の下面には
、脚部材が接着剤で取り付けられており、この脚部材は、床材の下面と同じ面積を有する
板状部と、この板状部の下面から下方へ突出している複数の柱状部と、を含んで構成され
ている。また、床材は、水平方向に複数並設されており、それぞれの床材における互いに
反対側の２個の側面のうちの一方には実が形成され、他方には溝が形成されている。隣接
する２個の床材のうちの一方の床材の実が、他方の床材の溝に嵌合されてこれらの床材同
士が接続されるようになっている。
【０００４】
　カーペット等による既設の軟質床をフローリング等による硬質床に改装するためには、
床材の下面に取り付けられている脚部材の柱状部をカーペットの軟質部を形成している毛
部の上から侵入させてその先端をカーペットの固い基部である基布に当てる。そして、床
材の溝側の端部において止着具である長寸の釘を打ち、この釘を床材、脚部材の板状部及
びカーペット等に貫通させて床下地材に打ち込む。また、脚部材の板状部の外縁部には下
方へ延びる固定用片が設けられており、この固定用片の水平部において短寸の釘を打ち、
この釘をカーペット等に貫通させて床下地材に到達させる。これにより、改装後の床は、
フローリングにより表面が仕上げられた硬質床となる。
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【特許文献１】特開２０００－３１４２２７号公報（図１～図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述した従来の床材用脚部材では、板状部が床材の下面と同じ面積を有して
いるため、脚部材が大型化していた。このため、脚部材の製造作業に手間と時間がかかり
、また、脚部材の製造コストも高くなるという問題があった。
【０００６】
　本発明の目的は、部材全体の小型化を図ることができるようになる床材用脚部材、及び
この床材用脚部材を使用した床の施工方法を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る床材用脚部材（以下「脚部材」という）は、床下地材の上に配置された軟
質敷物部材の上に設けられる硬質材料で形成された床材の下面の一部から下方へ突出して
取り付けられ、前記軟質敷物部材に上から侵入して前記床下地材の内部又はその表面又は
その近傍まで到達可能となっていることを特徴とするものである。
【０００８】
　本発明では、脚部材は、床材の下面の一部から下方へ突出するものとなっている。言い
換えると、本発明では、脚部材は、床材の下面の面積よりも小さいものとなっている。こ
のように、本発明に係る脚部材は、従来の脚部材とは異なり、床材の下面の面積と同じ板
状部を有するものではなく、小面積化されている。このため、本発明によると、脚部材の
小型化を図ることができる。
【０００９】
　また、本発明によると、従来のような床材の下面の面積と同じ板状部を有していない分
、脚部材の軽量化や、脚部材の製造コストの低減化も図ることができるようになる。
【００１０】
　また、本発明では、床材の下面の一部から下方へ突出して取り付けられている脚部材は
、床下地材の上に配置された軟質敷物部材に上から侵入して床下地材の内部又はその表面
又はその近傍まで到達可能となっている。したがって、床材の下面に取り付けられている
脚部材を床下地材の上に配置された軟質敷物部材に上から侵入させ、床下地材の内部又は
その表面又はその近傍まで到達させることにより、硬質材料で形成されている床材を軟質
敷物部材の上に配置することができる。特に、脚部材が床下地材の内部まで到達可能とな
っている場合には、軟質敷物部材に対する床材の不動状態を確実なものとすることができ
る。
【００１１】
　このため、本発明によると、従来の脚部材と比較して、床材を軟質敷物部材の上に簡単
に設置することができるようになる。
【００１２】
　ここで、軟質敷物部材とは、住宅やオフィス等の床下地材の上に既設されているカーペ
ットや絨毯等（例えば、軟質部を形成する毛部と、固い基部を形成する基布とを含んで構
成されるもの等）や、住宅やオフィス等の新築において床下地材の上に配置される断熱材
や遮音材等（例えば、グラスウール、ウレタンフォーム等）をいう。
【００１３】
　また、「前記軟質敷物部材に上から侵入して前記床下地材の内部又はその表面又はその
近傍まで到達可能となっている」とあるので、脚部材は、軟質敷物部材に上から侵入した
後、床下地材の内部に到達するものでもよく、床下地材の内部に到達せずにこの床下地材
の表面に到達するものでもよく、床下地材の近傍、すなわち、軟質敷物部材の内部（例え
ば、軟質部を形成する毛部や、固い基部を形成する基布）に到達するものでもよい。言い
換えると、脚部材は、軟質敷物部材に上から侵入した後、この軟質敷物部材を貫通するも
のでもよく、貫通しないものでもよい。
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【００１４】
　本発明において、床材を形成する硬質材料は任意であり、例えば、木材でもよく、木粉
に合成樹脂製の接着剤を混合して成形したものでもよく、合成樹脂でもよく、金属等でも
よい。
【００１５】
　また、床材は、細幅状のもので幅方向に複数並設されるものでもよく、小面積のパネル
状のもので前後方向及び左右方向に複数並設されるものでもよく、大面積の面材状のもの
で１枚又は少数枚の並設によるものでもよい。
【００１６】
　なお、本発明において、脚部材は、金属製でもよく、合成樹脂製でもよく、木製等でも
よい。
【００１７】
　本発明において、脚部材の形式、構造は、床材の下面の一部から下方へ突出して取り付
けられ、軟質敷物部材に上から侵入して床下地材の内部又はその表面又はその近傍まで到
達可能となっているものあれば任意であるが、この脚部材は、床材の下面の面積より小さ
な面積を有し、前記床材の前記下面に結合されて下向きの荷重を受ける荷重受け部が設け
られていることが好ましい。
【００１８】
　これによると、床下本体を上向きに支持することになる脚部材に対して下向きの荷重が
かかっても、脚部材の支持状態の安定化を図ることができる。
【００１９】
　本発明において、前記荷重受け部が設けられている脚部材の形式、構造は任意であり、
その第１の例として、荷重受け部の下面には、この下面から下方へ延び、上下方向の長さ
を有する１個の柱状部が設けられているものを挙げることができる。
【００２０】
　また、前記荷重受け部が設けられている脚部材の第２の例として、荷重受け部は、平板
状となっており、この荷重受け部の下面には、この下面から下方へ延び、上下方向の長さ
を有する複数の柱状部が設けられているものを挙げることができる。
【００２１】
　脚部材の上記第１及び第２の例において、前記荷重受け部を第１荷重受け部とした場合
、前記柱状部の下部には、床材の下面の面積より小さな面積を有し、軟質敷物部材に当接
して下向きの荷重を受ける第２荷重受け部を設けるようにしてもよい。
【００２２】
　また、以上説明した脚部材の上記第１及び第２の例において、前記柱状部の下部には、
床下地材の内部まで侵入可能な侵入部を設けてもよく、設けなくてもよい。
【００２３】
　前者の場合によると、侵入部が床下地材の内部まで侵入することで、軟質敷物部材に対
する床材の不動状態を後者の場合と比較してより確実なものとすることができる。ここで
、侵入部の形式、構造は、床下地材の内部まで侵入可能なものであれば任意であり、例え
ば、ハンマー等の工具で打ち込むことにより床下地材の内部まで侵入する針部（例えば、
下向きに尖っている円錐形状のもの）でもよく、ドライバー等の工具でねじ込むことによ
り床下地材の内部まで侵入するねじ部（例えば、表面に螺旋状のねじ溝を設けた下向きに
尖っている円錐形状のもの）等でもよい。一方、後者の場合（前記柱状部の下部に前記侵
入部を設けない場合）では、前記柱状部の下部は、軟質敷物部材あるいは床下地材の表面
に接着剤等で固定することが好ましい。
【００２４】
　なお、前記柱状部の下部に前記侵入部を設けた場合において、この侵入部を第１侵入部
とした場合、前記柱状部の上部には、床材の内部に侵入可能な第２侵入部を設けるように
してもよい。
【００２５】
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　これによると、前記柱状部の第２侵入部が床材の内部に侵入することで、前記脚部材は
床材の下面に結合される。ここで、第２侵入部の形式、構造は、第１侵入部と同様に、床
材の内部に侵入可能なものであれば任意であり、例えば、上述した針部（例えば、上向き
に尖っている円錐形状のもの）や、ねじ部（例えば、表面に螺旋状のねじ溝を設けた上向
きに尖っている円錐形状のもの）等でもよい。なお、前記柱状部の上部に、床材の内部に
侵入可能な第２侵入部を設けない場合には、前記柱状部の上部は、床材の下面に接着剤等
で固定する。
【００２６】
　また、以上説明した脚部材の上記第１及び第２の例において、柱状部の下部には、床下
地材の内部まで侵入可能な侵入部を設けずに、柱状部の上部のみに、床材の内部まで侵入
可能な侵入部を設けるようにしてもよい。
【００２７】
　脚部材の形式、構造の第３の例として、床材の下面に結合され、この下面の面積よりも
小さな面積を有する平板状の水平部と、この水平部から下方に延びる垂下部と、を有する
アングル状となっており、前記水平部は、下向きの荷重を受ける荷重受け部となっている
ものを挙げることができる。ここで、水平部を床材の下面に結合する方法は任意であり、
例えば、ビスや釘等の止着具による止着でもよく、接着剤による接着あるいは溶接による
溶着等でもよい。
【００２８】
　なお、前記垂下部の先端（下端部）は、軟質敷物部材あるいは床下地材の表面に接着剤
等で固定することが好ましい。
【００２９】
　以上説明した本発明において、床材が水平方向に複数並設されるものである場合には、
それぞれの床材同士の接続構造は任意であり、その第１の例は、それぞれの床材における
互いに反対側の２個の側面のうちの一方には実を形成し、他方には溝を形成し、互いに隣
接する２個の床材のうちの一方の床材の実を他方の床材の溝に嵌合することにより、これ
らの床材同士を接続することである。また、第２の例は、それぞれの床材における互いに
反対側の２個の側面のうちの一方には床材の半分の厚さによる上半分の段部用突部を、他
方には床材の半分の厚さによる下半分の段部用突部をそれぞれ形成し、互いに隣接する２
個の床材をこれらの段部用突部同士の係合で接続することである。
【００３０】
　床材同士の接続構造の上記第１の例において、脚部材は、それぞれの床材の下面のうち
、先に配設された床材の実と溝のうちの一方に嵌合する実と溝のうちの他方が形成されて
いる側面とは反対側の側面側に寄った位置に設けることが好ましい。
【００３１】
　これによると、床材同士を接続する際に、脚部材が軟質敷物部材に当接して作業の妨げ
になることがなくなるため、床材同士の接続作業が容易にできるようになる。
【００３２】
　なお、床材同士の接続構造の上記第２の例においても、脚部材は、それぞれの床材の下
面のうち、先に配設された床材の上半分の段部用突部と下半分の段部用突部のうちの一方
に嵌合する上半分の段部用突部と下半分の段部用突部のうちの他方が形成されている側面
とは反対側の側面側に寄った位置に設けることが好ましい。
【００３３】
　本発明において、床下地材とは、木製のものだけでなく、鉄筋コンクリート（ＲＣ）製
のもの等も含む。後者の場合において、本発明に係る脚部材を、鉄筋コンクリート製の床
下地材の内部まで到達させるためには、予め床下地材の内部にアンカー部材を埋設してお
き、このアンカー部材の内部に、脚部材の柱状部の下部に設けられた侵入部や、脚部材を
貫通する長寸の釘等を到達させればよい。
【００３４】
　なお、床下地材が木製のものとなっている場合においても、予め木製の床下地材の内部
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にアンカー部材を埋設しておき、このアンカー部材の内部に、脚部材の柱状部の下部に設
けられた侵入部や、脚部材を貫通する長寸の釘等を到達させるようにしてもよい。
【００３５】
　以上説明した本発明に係る脚部材を使用した床の施工方法は、任意であり、この床の施
工方法の第１の例は、上述した脚部材を床材の下面に取り付ける工程と、次いで、前記脚
部材が取り付けられた前記床材を前記軟質敷物部材の上に設置する工程と、を有している
ことを特徴とするものである。すなわち、この第１の例は、先に脚部材を床材の下面に取
り付ける施工方法である。
【００３６】
　また、床の施工方法の第２の例は、上述した脚部材を軟質敷物部材の上に設置する工程
と、次いで、前記脚部材に床材を載置固定する工程と、を有していることを特徴とするも
のである。すなわち、この第２の例は、先に脚部材を軟質敷物部材の上に設置する施工方
法である。
【００３７】
　床の施工方法の前記第１の例において、軟質敷物部材の上に設置する脚部材が複数とな
っている場合には、複数の脚部材に架け渡し可能な長さ寸法を有する板状部材を、前記複
数の脚部材に架け渡した後、前記板状部材の上面に水準器を載置してこの板状部材の水平
状態を測定し、前記水準器が、前記板状部材が水平状態であることを示していないとき、
前記脚部材の上部にこの脚部材の高さ位置を調整するための高さ位置調整部材を配置する
工程を有することが好ましい。
【００３８】
　これによると、脚部材に床材を載置固定する前に、この床材の水平レベルを確認、調整
することができる。すなわち、軟質敷物部材の上に設置した複数の脚部材の高さ位置が均
一となっているかどうかを測定することでき、複数の脚部材の高さ位置が均一になってい
ない場合には、脚部材の上部に高さ位置調整部材を配置して、複数の脚部材の高さ位置が
均一となるように調整することができる。
【００３９】
　また、床の施工方法の前記第１の例において、軟質敷物部材の上に設置する脚部材が複
数となっている場合には、これら複数の脚部材を前記軟質敷物部材の上に設置した後、前
記複数の脚部材に架設可能な長さ寸法を有する板状部材を、前記複数の脚部材に架設する
工程を有するようにしてもよい。
【００４０】
　これによると、板状部材を複数の脚部材に架設することで、床材が固定される部分（言
い換えると、床材を上向きに支持する部分）が増えるため、床材の剛性が増大する。また
、板状部材の厚さ寸法（上下寸法）を変更することにより、床材の高さ位置を自由に変更
することができる。なお、板状部材を複数の脚部材に架け渡したとき、言い換えると、板
状部材を複数の脚部材に載置したときには、前述したように、板状部材の上面に水準器を
載置し、複数の脚部材の高さ位置が均一になっているかどうかを測定するようにしてもよ
い。
【００４１】
　以上の本発明に係る床の施工方法において、床材は、水平方向に複数並設され、それぞ
れの床材における互いに反対側の２個の側面のうちの一方には実が形成され、他方には溝
が形成され、互いに隣接する２個の床材のうちの一方の床材の実が、他方の床材の溝に嵌
合されてこれらの床材同士が接続されるものである場合には、脚部材は、それぞれの床材
の下面のうち、先に配設された床材の実と溝のうちの一方に嵌合する実と溝のうちの他方
が形成されている側面とは反対側の側面側に寄った位置に配置するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００４２】
　本発明によると、床材用脚部材の小型化を図ることができるという効果を得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００４３】
　以下に本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。図１には、根太１の上に取り付
けられた床下地材２と、この床下地材２の上に接着剤等で固定された軟質敷物部材３と、
を含んで構成される軟質床４と、この軟質床４を硬質床に改装するために、軟質敷物部材
３の上に配置される床材６と、この床材６の下面６Ｂに取り付けられる床材脚部材（以下
「脚部材」という）１０の斜視図が示されている。
【００４４】
　この図１からわかるように、軟質床４の仕上げ材となっている軟質敷物部材３は、本実
施形態ではカーペットであり、このカーペット３は、固い基部である基布３Ａと、基布３
Ａから上方へ延び、カーペット３の軟質部を形成している毛部３Ｂと、を含んで構成され
ている。
【００４５】
　なお、床下地材２とカーペット３との間に硬質の床材が設けられていてもよく、このよ
うな場合でも、以下の説明では、硬質の床材を含めて床下地材２という。
【００４６】
　床材６は、図１に示すように、硬質材料で形成されており、この床材６の下面（裏面）
６Ｂには、この下面６Ｂから下方へ突出している複数の脚部材１０が取り付けられており
、これらの脚部材１０は、本発明の第１の実施形態に係る脚部材となっている。
【００４７】
　本実施形態では、床材６を形成する硬質材料は、木材や、木粉に合成樹脂製の接着剤を
混合して成形したもの等、すなわち、フローリングとなっている。改装作業により、カー
ペット３の上には床材６が不動に配置され、改装後の床は、フローリングにより表面が仕
上げられた硬質床となる。
【００４８】
　図２は、下面６Ｂに脚部材１０が取り付けられた状態の図１に示されている床材６を表
裏逆にして示した図、すなわち、下面６Ｂに脚部材１０が取り付けられた状態の図１に示
されている床材６の上面（表面）６Ａと下面（裏面）６Ｂを逆にして示した図である。
【００４９】
　この図２に示すように、床材６は細幅形状となっており、図１及び図２に示すように、
この床材６の幅方向の一方の側面には、この床材６の厚さ中間部において、実６Ｃが形成
され、他方の側面には床材６の厚さ中間部において、溝６Ｄが形成され、実６Ｃと溝６Ｄ
の床材６での高さ位置及び上下寸法は対応している。また、実６Ｃと溝６Ｄは床材６の長
さ方向に連続して形成されている。
【００５０】
　なお、図１からわかるように、厚さ方向中間部が実６Ｃとなっている床材６の側面の厚
さ方向下部６Ｅの前面の位置は、厚さ方向上部６Ｆの前面の位置よりも溝６Ｄ側にずれて
おり、一方、厚さ方向中間部が溝６Ｄとなっている床材６の側面の厚さ方向上部６Ｇの前
面の位置は、厚さ方向下部６Ｈの前面の位置よりも実６Ｃ側にずれている。
【００５１】
　また、図１及び図２に示すように、本実施形態では、２個の脚部材１０が床材６の幅方
向に互いに隣接して取り付けられており、これら２個の脚部材１０は、床材６の長さ方向
に一定間隔で複数取り付けられている。
【００５２】
　なお、これらすべての脚部材１０は、図１及び図２に示すように、床材６の下面６Ｂに
おける実６Ｃと溝６Ｄのうちの一方の側（本実施形態では溝６Ｄ側）に寄った位置に取り
付けられている。
【００５３】
　図３には、脚部材１０の拡大斜視図が示されている。この図３に示されているように、
脚部材１０の主要部は、上下方向の長さを有する円柱状部１０Ａとなっている。そして、
円柱状部１０Ａの上部は、薄厚状の幅広部（言い換えると、円柱状部１０Ａよりも大きな
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直径寸法を有する大径部）１０Ｂとなっており、円柱状部１０Ａの下部も、薄厚状の幅広
部（大径部）１０Ｃとなっている。なお、幅広部１０Ｂの形状、寸法は、幅広部１０Ｃと
同じとなっている。
【００５４】
　また、円柱状部１０Ａの下部（幅広部１０Ｃよりも下の部分）には、下向きに尖った円
錐形状の針部１０Ｄが形成されており、円柱状部１０Ａの上部（幅広部１０Ｂよりも上の
部分）には、上向きに尖った円錐形状の針部１０Ｅが形成されている。なお、針部１０Ｄ
の上下寸法（長さ寸法）は、針部１０Ｅの上下寸法（長さ寸法）よりも大きくなっている
。
【００５５】
　本実施形態では、脚部材１０の針部１０Ｅは、脚部材１０を床材６の下面６Ｂに取り付
けるための取付部となっており、針部１０Ｅを床材６の下面６Ｂから侵入させ、この針部
１０Ｅの全部を床材６の内部に到達させるとともに、脚部材１０の幅広部１０Ｂの上面を
、床材６の下面６Ｂに接着剤等で結合することにより、脚部材１０は、床材６の下面６Ｂ
に取り付けられた状態となる。一方、脚部材１０の針部１０Ｄは、カーペット３を貫通し
て床下地材２の内部まで到達する部分となっている。
【００５６】
　このため、本実施形態では、脚部材１０の幅広部１０Ｂは、床材６の下面６Ｂの面積よ
りも小さな面積を有し、床材６の下面６Ｂに接着剤等で結合される下向きの荷重を受ける
第１荷重受け部となっている。そして、本実施形態では、第１荷重受け部の下面には、こ
の下面から下方へ延び、上下方向の長さを有する１個の柱状部である円柱状部１０Ａが設
けられている。一方、脚部材１０の幅広部１０Ｃは、床材６の下面６Ｂの面積よりも小さ
な面積を有し、カーペット３に当接して下向きの荷重を受ける第２荷重受け部となってい
る。
【００５７】
　また、本実施形態では、脚部材１０の下の針部１０Ｄは、床下地材２の内部まで侵入可
能な第１侵入部となっており、脚部材１０の上の針部１０Ｅは、床材６の内部に侵入可能
な第２侵入部となっている。
【００５８】
　なお、円柱状部１０Ａの上下寸法（幅広部１０Ｂ，１０Ｃの厚さ寸法を含む）は、カー
ペット３の毛部３Ｂの上下寸法と同じ又は略同じとなっている。
【００５９】
　脚部材１０は、予め工場において、床材６の下面６Ｂにおける前述した所定位置（図２
参照）に複数取り付けられるようになっており、それぞれの脚部材１０は、針部１０Ｅが
床材６の下面６Ｂの内部にハンマー等の工具で打ち込まれるとともに、幅広部１０Ｂの上
面が床材６の下面６Ｂに接着剤等で結合されることにより、床材６の下面６Ｂに取り付け
られる。なお、脚部材１０の針部１０Ｅの床材６の下面６Ｂへの打ち込みは、脚部材１０
の幅広部１０Ｂの上面が床材６の下面６Ｂに接触するまで、すなわち、針部１０Ｅの全部
が床材６の内部に侵入するまで行う。
【００６０】
　なお、脚部材１０の床材６の下面６Ｂへの取付作業は、現場において幅方向に複数並設
される床材６全部又は略全部に対して行う。工場において、下面６Ｂに脚部材１０が複数
取り付けられたそれぞれの床材６は、この後、床の改装現場に運ばれる。
【００６１】
　次に、改装現場で行う床の改装作業を説明する。図４には、床を改装すべき部屋の左右
の壁１１と１２が示されている。まず、一方の壁１１に実６Ｃ側の側面を押して当てなが
ら最初の床材６の下面６Ｂに取り付けられた複数の脚部材１０をカーペット３の上に置く
。このとき、脚部材１０の第１侵入部である針部１０Ｄは、床材６の自重でカーペット３
の軟質部である毛部３Ｂの内部（場合によっては、さらにカーペット３の基布３Ａまで）
に侵入するが、この後、床材６の上面６Ａのうち、脚部材１０が取り付けられている下面
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６Ｂの位置に対応する位置又はその近傍の位置を、上から２点鎖線で示すハンマー１５等
で叩くことにより、脚部材１０の針部１０Ｄをカーペット３の基布３Ａの内部を貫通させ
て床下地材２に到達させる。
【００６２】
　なお、最初の床材６については、実６Ｃの部分を切断してから配置するようにしてもよ
い。また、床材６の上面６Ａのうち、ハンマー１５等で叩く部分は、予めゴムや布等で形
成された２点鎖線で示すカバー部材１６で覆うようにしておき、床材６の上面６Ａを保護
することが好ましい。
【００６３】
　本実施形態において、最初に設置する床材６、すなわち、最も壁１１側に設置する床材
６の幅方向の両端部のうちの壁１１側の端部である実６Ｃは、壁１１の側面に当接してい
るだけで壁１１に係合している状態となっていないため、床材６は、水平姿勢を維持でき
ずに壁１１側へ傾斜するおそれがある。
【００６４】
　このため、本実施形態では、最初に設置する床材６の下面６Ｂにおける幅方向の両端部
のうち、実６Ｃが形成される側の端部には、床材６の水平姿勢をより確実に保持するため
の補助脚部材となっている本発明の第２の実施形態に係る脚部材２０が取り付けられてい
る。
【００６５】
　図５には、この脚部材２０の拡大斜視図が示されている。この図５に示されているよう
に、脚部材２０は、床材６の下面６Ｂの面積よりも小さな面積を有する正方形の板状部材
で形成された水平部２１と、この水平部２１の下面の４隅から下方へ延び、上下方向の長
さを有する角柱状部２２とを有している。ここで、脚部材２０の４個の角柱状部２２は、
水平部２１と一体となっていてもよく、水平部２１とは別体となっていてもよい。
【００６６】
　本実施形態では、工場において床材６の下面６Ｂに接着剤、溶接又はビス等の止着具等
で固定される水平部２１は、下向きの荷重を受ける第１荷重受け部となっている。また、
４個の角柱状部２２は、カーペット３の毛部３Ｂの内部に侵入するが、カーペット３の基
布３Ａを貫通せずに、この基布３Ａの上に載置した状態となる。このため、４個の角柱状
部２２の下端部の端面は、カーペット３に当接して下向きの荷重を受ける第２荷重受け部
となっている。なお、図示されていないが、脚部材２０は、床材６の長さ方向に一定間隔
で複数取り付けられる。
【００６７】
　このように、最初に設置する床材６は、下面６Ｂに脚部材２０が取り付けられることに
よって、図４に示すように、水平姿勢がより確実に維持された状態でカーペット３の上に
不動に配置される。
【００６８】
　次いで、このようにカーペット３の上に不動に配置された最初の床材６の溝６Ｄに、こ
の床材６の隣（図４では右隣）に配置する次の床材６の実６Ｃを嵌合するとともに、この
床材６の下面６Ｂに取り付けられた複数の脚部材１０をカーペット３の上に置き、この脚
部材１０の針部１０Ｄをカーペット３の毛部３Ｂの内部に侵入させる。この後、前述と同
様に、床材６の上面６Ａのうち、脚部材１０が取り付けられている下面６Ｂの位置に対応
する位置又はその近傍の位置を、上からハンマー１５等で叩くことにより、脚部材１０の
針部１０Ｄをカーペット３の基布３Ａの内部を貫通させて床下地材２の内部に到達させる
。
【００６９】
　次に、図４で示すように、以上と同じ作業を他の床材６について順次繰り返して行い、
複数の床材６をその幅方向に並設する。
【００７０】
　図４で示す前記壁１１とは反対側の壁１２の近くまで床材６を並設し、カーペット３が
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露出している残りの幅寸法が１個の床材６の幅寸法よりも小さくなったら、最後の床材６
をその残りの幅寸法に適合する寸法に溝６Ｄ側から切断し、この小幅となった床材６の下
面６Ｂに脚部材１０を取り付ける。なお。この最後の床材６の切断作業や、この小幅とな
った床材６の下面６Ｂに脚部材１０を取り付ける作業は、予め工場で行うようにしてもよ
い。
【００７１】
　この後、先に配置した床材６の溝６Ｄに、加工した小幅の床材６の実６Ｃを嵌合しなが
ら前述と同様にカーペット３の上に置く。そして、前述と同様に、小幅の床材６の上面６
Ａのうち、脚部材１０が取り付けられている下面６Ｂの位置に対応する位置又はその近傍
の位置を、上からハンマー１５等で叩くことにより、脚部材１０の針部１０Ｄをカーペッ
ト３の基布３Ａの内部を貫通させて床下地材２の内部に到達させる。
【００７２】
　以上の作業が終了した後、壁１１，１２に幅木１３，１４を取り付けることで床の改装
作業は終了する。
【００７３】
　以上説明した本実施形態では、床下地材２の上に配置された軟質敷物部材であるカーペ
ット３の上を硬質床とするために設置され、硬質材料で形成されている床材６の下面６Ｂ
に取り付けられる脚部材１０は、床材６と同じ面積を有する板状部を有していた従来の脚
部材とは異なり、床材６の下面（底面）６Ｂの面積よりも小さな面積を有し、床材６の下
面６Ｂの一部から下方へ突出して取り付けられるものとなっている。
【００７４】
　このため、本実施形態によると、従来の脚部材と比較して、脚部材の小型化が図られて
いる。また、本実施形態によると、床材６と同じ面積を有する板状部を有していないため
、その分、脚部材の軽量化が図られており、製造コストの低減化も図られている。
【００７５】
　また、本実施形態では、床下地材２の上に配置されたカーペット３の上に、フローリン
グ等で形成されている床材６を不動に設置するためには、下面６Ｂに複数の脚部材１０を
予め工場等において取り付けた床材６を、カーペット３の上に載置し、この後、ハンマー
１５等の工具による打ち込みにより、これらの脚部材１０の針部１０Ｄをカーペット３の
上から侵入させて床下地材２の内部まで到達させるだけでよい。
【００７６】
　このため、本実施形態によると、従来と比較して、床下地材２の上に配置されたカーペ
ット３の上を硬質材料で形成された床とするための現場での作業工数を少なくすることが
でき、これにより、工期の短縮を図ることができるようになる。すなわち、本実施形態に
よると、床材６をカーペット３の上に簡単に設置することができるようになる。
【００７７】
　また、本実施形態では、脚部材１０の針部１０Ｄの全部又は略全部は、カーペット３の
毛部３Ｂの内部に侵入し、さらに固い基布３Ａを貫通して床下地材２の内部まで到達可能
となっている。
【００７８】
　このため、本実施形態によると、床材６の高さ位置を一定にでき、床材６を安定的にカ
ーペット３の上に配置できる。
【００７９】
　また、本実施形態では、それぞれの脚部材１０の円柱状部１０Ａの上部には、下向きの
荷重を受ける第１荷重受け部となっている幅広部１０Ｂが設けられており、円柱状部１０
Ａの下部にも、下向きの荷重を受ける第２荷重受け部となっている幅広部１０Ｃが設けら
れている。そして、図４に示すように、床材６がカーペット３の上に設置されている状態
において、上の幅広部１０Ｂの上面は、床材６の下面６Ｂに接触し、下の幅広部１０Ｃの
下面は、カーペット３の基布３Ａあるいは毛部３Ｂに接触するようになっている。
【００８０】
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　このため、本実施形態によると、脚部材１０に対して下向きの荷重（例えば、床材６の
自重、これに加えて、床材６の上を通る人間の体重や、床材６の上に置かれた家具等の自
重等）がかかっても、これらの幅広部１０Ｂ，１０Ｃの存在により、脚部材１０の安定性
が維持されるようになる。
【００８１】
　また、本実施形態では、複数の脚部材１０は、それぞれの床材６の下面６Ｂのうち、先
に配設された床材６の実６Ｃと溝６Ｄのうちの一方（本実施形態では溝６Ｄ）に嵌合する
実６Ｃと溝６Ｄのうちの他方（本実施形態では実６Ｃ）が形成されている側面とは反対側
の側面側（本実施形態では溝６Ｄが形成されている側面側）に寄った位置に取り付けられ
ている。これにより、先に配置した床材６の右隣に次の床材６を配置するために、先に配
置した床材６の溝６Ｄに、次に配置する床材６の実６Ｃを嵌合させる際、脚部材１０がカ
ーペット３に当接して作業の妨げとなることを防止することができる。
【００８２】
　このため、本実施形態によると、先に配設した床材６の溝６Ｄに、次に配設する床材６
の実６Ｃを嵌合させる作業をスムーズに行うことができる。
【００８３】
　また、本実施形態では、床材６の下面６Ｂのうち、溝６Ｄが形成されている側面側に寄
った位置に、２個の脚部材１０が床材６の幅方向に互いに隣接して取り付けられており、
これら２個の脚部材１０は、床材６の長さ方向に一定間隔で複数取り付けられている。
【００８４】
　このため、本実施形態によると、床材６の幅方向に取り付ける脚部材１０の個数を１個
とした場合と比較して、床材６の水平状態の安定性がより向上する。
【００８５】
　なお、前述したように、厚さ方向中間部が実６Ｃとなっている床材６の側面の厚さ方向
下部６Ｅの前面の位置は、厚さ方向上部６Ｆの前面の位置よりも溝６Ｄ側にずれており、
一方、厚さ方向中間部が溝６Ｄとなっている床材６の側面の厚さ方向上部６Ｇの前面の位
置は、厚さ方向下部６Ｈの前面の位置よりも実６Ｃ側にずれている（図１参照）。
【００８６】
　これにより、先にカーペット３の上に不動に配置された床材６の溝６Ｄに、この床材６
の隣に配置する次の床材６の実６Ｃを上から傾斜させて嵌合させるとき（図４参照）、こ
の実６Ｃが、溝６Ｄが形成されている側の床材６の側面の厚さ方向上部６Ｇに干渉しにく
くなる。
【００８７】
　このため、本実施形態によると、先にカーペット３の上に不動に配置された床材６の溝
６Ｄに、この床材６の隣に配置する次の床材６の実６Ｃをスムーズに嵌合させることがで
きる。
【００８８】
　図６には、第３の実施形態に係る脚部材３０の斜視図が示されている。なお、以下に説
明する各実施形態において、図１～図５で示した実施形態の部材と同一の部材には同一符
号を付し、その説明は省略する。
【００８９】
　本実施形態に係る脚部材３０では、円柱状部３０Ａの上部に設けられている第１荷重受
け部である幅広部（大径部）３０Ｂの直径寸法は、図３の脚部材１０の幅広部１０Ｂの直
径寸法よりも大きく、円柱状部３０Ａの下部に設けられている第２荷重受け部である幅広
部（大径部）３０Ｃの直径寸法は、図３の脚部材１０の幅広部１０Ｃの直径寸法よりも小
さくなっており、それ以外の部分の形状、寸法は、図３の脚部材１０と同じとなっている
。
【００９０】
　図７には、予め工場において、脚部材３０の第２侵入部である針部３０Ｅを床材６の下
面６Ｂに打ち付ける際に使用する補助工具３１の斜視図が示されている。この図７に示さ
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れているよう、補助工具３１は、円筒部３１Ａと、この円筒部３１Ａの上端面を覆う円形
状の蓋部３１Ｂとで構成されているカップ状部材となっており、円筒部３１Ａの内径寸法
は脚部材３０の幅広部３０Ｃの直径寸法よりも大きく、円筒部３１Ａの外径寸法は、脚部
材３０の幅広部３０Ｂの直径寸法よりも小さくなっている。
【００９１】
　図８には、この補助工具３１を使用して、脚部材３０の針部３０Ｅを床材６の下面６Ｂ
に打ち付けたときを示す図が示されている。この脚部材３０の針部３０Ｅを床材６の下面
６Ｂに取り付けるためには、まず、床材６の下面６Ｂを上向きにして床等に置いた後、針
部３０Ｅを下向きにした脚部材３０に補助工具３１の円筒部３１Ａを上から被せる。
【００９２】
　上述したように、円筒部３１Ａの内径寸法は脚部材３０の幅広部３０Ｃの直径寸法より
も大きく、円筒部３１Ａの外径寸法は、脚部材３０の幅広部３０Ｂの直径寸法よりも小さ
くなっているため、脚部材３０の円柱状部３０Ａ、幅広部３０Ｃ及び第１侵入部である針
部３０Ｄは、補助工具３１の円筒部３１Ａの内部に収納され、脚部材３０の幅広部３０Ｂ
の上面に、円筒部３１Ａの開口端３１Ｃ（図７参照）が載置された状態となる。なお、図
８からわかるように、補助工具３１の円筒部３１Ａの上下寸法Ｌ２は、脚部材３０の幅広
部３０Ｂの上面から針部３０Ｄの先端までの上下寸法Ｌ１よりも長くなっている。このた
め、脚部材３０に補助工具３１の円筒部３１Ａを上から被せたとき、脚部材３０の針部３
０Ｄの先端が補助工具３１の蓋部３１Ｂの下面に当接することはない。
【００９３】
　以上のように、脚部材３０に補助工具３１の円筒部３１Ａを被せたら、脚部材３０の針
部３０Ｅの先端を、床材６の下面６Ｂにおける脚部材３０の所定の取付位置に軽く当てた
後、ハンマー１５等で補助工具３１の蓋部３１Ｂの上面を叩く。これにより、ハンマー１
５等による衝撃力が脚部材３０の幅広部３０Ｂに伝わるので、脚部材３０の針部３０Ｅは
、床材６の内部に打ち込まれる。
【００９４】
　図９には、第４の実施形態に係る脚部材４０の斜視図が示されている。本実施形態では
、脚部材４０の柱状部４０Ａの下部には、前述した第１及び第３の実施形態に係る脚部材
１０，３０の第１侵入部である針部１０Ｄ，３０Ｄに相当する侵入部が設けられておらず
、柱状部４０Ａの下部には、第２荷重受け部である幅広部４０Ｃのみが設けられている。
このため、本実施形態では、脚部材４０は、この脚部材４０の幅広部４０Ｃがカーペット
３の毛部３Ｂや基布３Ａの上に載置するのみで、基布３Ａを貫通して床下地材２の内部ま
で到達することはない。すなわち、本実施形態では、脚部材４０の幅広部４０Ｃが床下地
材２の近傍まで到達することになる。
【００９５】
　一方、脚部材４０の柱状部４０Ａの上部には、前述した第１及び第３の実施形態に係る
脚部材１０，３０の第２侵入部である針部１０Ｅ，３０Ｅに相当する侵入部４０Ｅが設け
られているが、この侵入部４０Ｅは、第１及び第３の実施形態とは異なり、表面に螺旋状
のねじ溝が形成された上向きに尖っている円錐形状のねじ部４０Ｅとなっている。また、
脚部材４０の柱状部４０Ａの水平方向の断面形状は、円形ではなく、六角形となっている
。
【００９６】
　このため、本実施形態では、脚部材４０の床材６の下面６Ｂへの取り付けは、脚部材４
０の柱状部４０Ａに嵌合させたレンチ４１を回動操作しながら、ねじ溝を有する脚部材４
０のねじ部４０Ｅを床材６の下面６Ｂへねじ込むことにより行う。このねじ込み作業は、
第１荷重受け部となっている幅広部４０Ｂの上面が床材６の下面６Ｂに接触するまで行う
。
【００９７】
　図１０には、図９の脚部材４０の変形例となっている第５の実施形態に係る脚部材５０
の斜視図が示されている。なお、この図１０で示されている脚部材５０の上下の向きは、
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図９で示されている脚部材４０の向きと逆になっている。
【００９８】
　本実施形態に係る脚部材５０では、六角穴５０Ｆが、第２荷重受け部となっている幅広
部５０Ｃの下面（底面）から円柱状部５０Ａの途中部に渡って形成されている。
【００９９】
　このため、本実施形態では、脚部材５０の床材６の下面６Ｂへの取り付けは、前記六角
穴５０Ｆに挿入した六角レンチ５１を回転操作しながら、脚部材５０のねじ部５０Ｅを床
材６の下面６Ｂへねじ込むことにより行う。このねじ込み作業は、第１荷重受け部となっ
ている幅広部５０Ｂの上面が床材６の下面６Ｂに接触するまで行う。
【０１００】
　図１１には、第６の実施形態に係る脚部材６０の斜視図が示されている。本実施形態で
は、脚部材６０は、図５の第２の実施形態に係る脚部材２０と同様に、床材６の下面６Ｂ
の面積よりも小さな面積を有する正方形の板状部材で形成された水平部６１と、この水平
部６１の下面６１Ｂの４隅から下方へ延び、上下方向の長さを有する円柱状部６２とを有
しており、水平部６１が、下向きの荷重を受ける第１荷重受け部となっている。
【０１０１】
　また、４個の円柱状部６２の下部には、第１侵入部である針部６２Ａが設けられており
、これらの４個の針部６２Ａが、カーペット３の軟質部である毛部３Ｂの内部に侵入し、
カーペット３の基布３Ａを貫通して床下地材２の内部に到達可能となっている。
【０１０２】
　なお、本実施形態では、４個の円柱状部６２の下端部の端面のうち、針部６２Ａを除い
た部分（平坦部分）は、下向きの荷重を受ける第２荷重受け部となる。
【０１０３】
　図１２は、本実施形態に係る脚部材６０が取り付けられている床材６の下面６Ｂの斜視
図である。この図１２に示されているように、脚部材６０の水平部６１は、ビス等の止着
具６３により、床材６の下面６Ｂに取り付けられており、この脚部材６０は、床材６の長
さ方向に一定間隔で複数取り付けられている。なお、本実施形態においても、これらの脚
部材６０は、床材６の下面６Ｂにおける実６Ｃと溝６Ｄのうちの一方の側（本実施形態で
は溝６Ｄ側）に寄った位置に取り付けられている。
【０１０４】
　なお、脚部材６０の床材６への取り付けは、脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａ（図
１１参照）を接着剤等により床材６の下面６Ｂに固定するようにしてもよい。
【０１０５】
　なお、脚部材６０の４個の円柱状部６２は、水平部６１と一体となっていてもよく、別
体となっていてもよい。
【０１０６】
　図１３には、第７の実施形態に係る脚部材７０、及びこの脚部材７０が取り付けられて
いる床材６の下面６Ｂの斜視図が示されている。本実施形態に係る脚部材７０は、床材６
の長さ方向への長さを有し、この床材６の下面６Ｂにビス等の止着具７３で固定され、こ
の下面６Ｂの面積よりも小さな面積を有する平板状の水平部７０Ａと、この水平部７０Ａ
における床材６の幅方向の両端部のうちの一方の端部から下方に延びる垂下部７０Ｂと、
を有するアングル状となっているものである。本実施形態では、水平部７０Ａが、下向き
の荷重を受ける荷重受け部となっている。また、垂下部７０Ｂの下端部の端面も荷重受け
部となる。
【０１０７】
　なお、本実施形態では、脚部材７０は、金属製の板材の折り曲げにより形成されるもの
となっているが、木製、プラスチック製やセラミックス製等の材料を加工することにより
形成されるものでもよい。
【０１０８】
　また、本実施形態では、脚部材７０は、床材６の幅方向の断面形状が略Ｌ字状となって
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いるが、Ｔ字状となっているものでもよい。すなわち、垂下部７０Ｂは、水平部７０Ａの
幅方向の中央部から下方に延びるものであってもよい。
【０１０９】
　なお、本実施形態においても、脚部材７０は、床材６の長さ方向に一定間隔で複数取り
付けられており、また、これらの脚部材７０も、床材６の下面６Ｂにおける実６Ｃと溝６
Ｄのうちの一方の側（本実施形態では溝６Ｄ側）に寄った位置に取り付けられている。
【０１１０】
　なお、床材６の下面６Ｂへ取り付ける複数の脚部材は、以上説明した各実施形態に係る
脚部材を組み合わせたものとしてもよい。例えば、第１の実施形態に係る脚部材１０（図
３参照）を床材６の幅方向に２個隣接して配置したもの（図２参照）と、第６の実施形態
に係る脚部材６０を、床材６の長さ方向に一定間隔で交互に取り付けるようにしてもよい
。
【０１１１】
　以上説明した各実施形態において、複数の脚部材の床材６の下面６Ｂへの取付作業は、
すべて現場で行うようにしてもよい。
【０１１２】
　なお、以上説明した各実施形態において、図１４に示すように、長寸法の釘６５を床材
６の溝６Ｄから打ち込み、この釘６５をカーペット３を貫通して床下地材２の内部まで到
達させるようにしてもよい。これにより、カーペット３に対する床材６の不動状態をより
確実なものとすることができる。
【０１１３】
　また、以上説明した各実施形態において、カーペット３の毛部３Ｂのうち、脚部材が配
置される部分は、この床材６を配置する前に予めバリカン等で切除しておくようにしても
よい。
【０１１４】
　以上説明した各実施形態における軟質床を硬質床とするための床の施工方法は、上述し
た各実施形態に係る複数の脚部材を床材６の下面６Ｂに取り付ける工程と、次いで、前記
複数の脚部材が取り付けられた床材６をカーペット３の上に設置する工程と、を有する施
工方法、すなわち、先に脚部材を床材６の下面６Ｂに取り付ける施工方法であった。
【０１１５】
　図１５は、複数の脚部材をカーペット３の上に設置する工程と、次いで、前記複数の脚
部材に床材６を載置固定する工程と、を有する施工方法、すなわち、先に脚部材をカーペ
ット３の上に設置する施工方法の一実施形態を示す床の斜視図である。
【０１１６】
　この図１５に示されているように、本実施形態では、複数の脚部材は、前述した図１１
の第６の実施形態に係る脚部材６０となっており、床材６の長さ方向及び幅方向に一定間
隔で並設する複数の脚部材６０は、それぞれの脚部材６０の水平部６１の幅方向中央部（
床材６の幅方向の中央部）の位置が、互いに隣接する床材６同士の接合部分（一方の床材
６の溝６Ｄと他方の床材６の実６Ｃとの嵌合部分）の位置と同じ又は略同じとなるように
カーペット３の上に配置する。言い換えると、床材６の長さ方向に一定間隔で並設する複
数の脚部材６０は、それぞれの脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに、互いに隣接する
床材６同士の接合部分が載置されるようにカーペット３の上に配置する。
【０１１７】
　このように、本実施形態では、互いに隣接する床材６同士の接合部分の下に、複数の脚
部材６０が床材６の長さ方向に一定間隔で並設されるようになっている。
【０１１８】
　それぞれの脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａをハンマー等の工具で打ち込むことに
より、それぞれの脚部材６０の円柱状部６２の針部６２Ａを床下地材２の内部に到達させ
る。これにより、それぞれの脚部材６０がカーペット３の上に固定される。
【０１１９】
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　次に、本実施形態では、カーペット３の上に固定された複数の脚部材６０の水平部６１
の上面６１Ａの高さ位置が均一となっているかどうかを判定する。先ず複数の脚部材６０
に跨る長さ寸法を有する細幅状の板状部材８０をこれらの脚部材６０の水平部６１の上面
６１Ａに架け渡す。言い換えると、複数の脚部材６０に跨る長さ寸法を有する板状部材８
０をこれらの脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに跨って載置する。なお、図１５では
、床材６の幅方向に並設された複数の脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに板状部材８
０を架け渡しているが、床材６の長さ方向に並設された複数の脚部材６０の水平部６１の
上面６１Ａに板状部材８０を架け渡すようにしてもよい。
【０１２０】
　板状部材８０を複数の脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに架け渡した後は、板状部
材８０の上面に水準器８１を載置し、この板状部材８０が水平状態となっているかどうか
、すなわち、板状部材８０が架け渡されている複数の脚部材６０の水平部６１の上面６１
Ａの高さ位置が均一となっているかどうかを判定する。水準器８１が水平状態を示してい
ない場合、すなわち、板状部材８０が架け渡されている複数の脚部材６０の水平部６１の
上面６１Ａの高さ位置が不均一となっている場合には、脚部材６０の水平部６１の上面６
１Ａの高さ位置の調整を行う。
【０１２１】
　脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａの高さ位置を調整する方法は任意であるが、例え
ば、図１６に示すように、脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに高さ位置調整部材８２
を配置（接着剤等で固定する）するようにしてもよい。脚部材６０の水平部６１と同じ表
面積を有する板状部材で形成されているこの高さ位置調整部材８２は、木製でもよく、金
属製でもよく、下向きの荷重に耐え得る材質で形成されているものであればよい。
【０１２２】
　カーペット３の上に固定したすべての脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａの高さ位置
が均一となったら、板状部材８０を撤去した後、図１５に示すように、複数の床材６を壁
１１側から複数の脚部材６０の水平部６１の上面９１Ａに順次載置するとともに、床材６
を脚部材６０、カーペット３及び床下地材２に固定する。
【０１２３】
　図１７には、複数の脚部材６０、カーペット３及び床下地材２に固定された状態の床材
６の断面図が示されている。本実施形態では、壁１１及び図示されていない壁１２側に配
置される脚部材６０を除いて、脚部材６０は、前述したように、この脚部材６０の水平部
６１の幅方向（図１７では床材６の幅方向である左右方向）中央部の位置が、互いに隣接
する一方の床材６の溝６Ｄと他方の床材６の実６Ｃとの嵌合部分（互いに隣接する床材６
同士の接合部分）の位置と同じ又は略同じとなるように配置されている。
【０１２４】
　本実施形態では、長寸法の釘６５を床材６の溝６Ｄから打ち込み、この釘６５を、脚部
材６０の水平部６１及びカーペット３を貫通して床下地材２の内部まで到達させている。
これにより、床材６の不動状態がより確実なものとなっている。
【０１２５】
　なお、床材６の下面６Ｂは、脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに載置されているだ
けであるが、この床材６の下面６Ｂは、脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに接着剤で
固定するようにしてもよい。
【０１２６】
　なお、本実施形態において、それぞれの脚部材６０の配置位置は、床材６の溝６Ｄに打
ち込まれた釘６５が、脚部材６０の円柱状部６２や、この円柱状部６２の針部６２Ａに干
渉しない位置であればよく、図１７に示すように、脚部材６０の水平部６１の幅方向中央
部の位置が、互いに隣接する床材６同士の接合部分の位置と同じ又は略同じとならなくて
もよい。
【０１２７】
　以上説明したように、本実施形態に係る床の施工方法は、複数の脚部材６０をカーペッ
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ト３の上に設置した後、複数の脚部材６０に架け渡し可能な長さ寸法を有する板状部材８
０を、これらの脚部材６０に架け渡した後、板状部材８０の上面に水準器８１を載置して
この板状部材８０の水平状態を測定し、水準器８１が、板状部材８０が水平状態であるこ
とを示していないとき、脚部材６０の上部にこの脚部材６０の高さ位置を調整するための
高さ位置調整部材８２を配置する工程を有するものとなっている。
【０１２８】
　このため、以上説明した本実施形態によると、複数の脚部材６０の水平部６１の上面６
１Ａに載置される床材６の水平レベルの確認を床材６の設置前に行うことができるように
なる。また、本実施形態によると、脚部材６０の水平部６１の上面６１Ａに高さ位置調整
部材８２を配置することにより、床材６の水平レベルの調整を床材６の設置前に容易に行
うことができるようになる。
【０１２９】
　図１８は、複数の脚部材をカーペット３の上に設置する工程と、次いで、前記複数の脚
部材に床材６を載置固定する工程と、を有する施工方法、すなわち、先に脚部材をカーペ
ット３の上に設置する施工方法の別実施形態を示す床の斜視図である。
【０１３０】
　この図１８に示されているように、本実施形態では、図１５の実施形態と同様に、カー
ペット３の上に、前述した図５の第１の実施形態に係る脚部材２０を床材６の長さ方向及
び幅方向に一定間隔で並設した後、床材６の長さ寸法と同じ長さ寸法（言い換えると、床
材６の長さ方向に並設した複数の脚部材２０全部に跨る長さ寸法）を有する細幅状の板状
部材９０を、床材６の長さ方向に複数並設された脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａに
載置するものである。なお、それぞれの脚部材２０の４個の角柱状部２２の先端（下端）
の端面は、カーペット３に接着剤等で固定されている。
【０１３１】
　なお、前述の図１５～図１７に示す実施形態と同様に、本実施形態においても、床材６
の長さ方向に一定間隔で並設する複数の脚部材２０は、それぞれの脚部材２０の水平部２
１の上面２１Ａに、互いに隣接する床材６同士の接合部分が載置されるようにカーペット
３の上に配置する。
【０１３２】
　本実施形態では、板状部材９０を脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａに載置すること
で、床材６の高さ位置を調整することができる。すなわち、板状部材９０は、床材６の高
さ位置を調整するための高さ位置調整部材となっている。なお、厚さ寸法の異なる複数の
板状部材９０を用意することで、床材６の高さ位置を自由に調整することができるように
してもよい。
【０１３３】
　床材６の高さ位置の調整が終了した後は、板状部材９０を、床材６の長さ方向に並設さ
れた複数の脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａに接着剤、あるいは釘やビス等の止着具
で固定する。この後、複数の床材６を壁１１側から順次配置し、それぞれの床材６を板状
部材９０の上面９０Ａに載置固定する。
【０１３４】
　図１９には、最も壁１１側に配置する床材６が板状部材９０に固定された状態の床の断
面図が示されている。この図１９に示されているように、短寸法の釘９１を床材６の溝６
Ｄから打ち込み、この釘９１を板状部材９０の内部まで到達させることで、床材６は板状
部材９０に固定される。なお、床材６は、接着剤、あるいはビス等の止着具で板状部材９
０に固定するようにしてもよい。
【０１３５】
　以上説明したように、本実施形態に係る床の施工方法は、複数の脚部材２０をカーペッ
ト３の上に設置した後、複数の脚部材２０に架設可能な長さ寸法を有する板状部材９０を
、これらの脚部材２０に架設する工程を有するものとなっている。
【０１３６】
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　これにより、床材６の長さ寸法と同じ長さ寸法を有する板状部材９０の上で、互いに隣
接する床材６同士の接合部分（一方の床材６の溝６Ｄと他方の床材６の実６Ｃの嵌合部分
）が載置固定される。これにより、床材６が固定される部分、言い換えると、床材６を上
向きに支持する部分が増大し、床材６の剛性が増すようになる。なお、板状部材９０の厚
さ寸法（上下寸法）を変更することにより、床材６の高さ位置を自由に変更することがで
きる。
【０１３７】
　なお、前述の図１５～図１７に示す実施形態と同様に、本実施形態においても、板状部
材９０を脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａに固定する前に、この板状部材９０の上面
９０Ａに水準器を載置し、複数の脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａの高さ位置が均一
となっているかどうかを判定するようにしてもよい。水準器が水平状態であることを示さ
ない場合には、脚部材２０の角柱状部２２の下端を削る等して、脚部材２０の高さ位置を
調整するようにしてもよい。なお、脚部材２０の角柱状部２２の下端を削ることによる高
さ位置の調整作業は、脚部材２０の４個の角柱状部２２をカーペット３の上に固定する前
に行う必要がある。言い換えると、この高さ位置の調整作業を行った後に、脚部材２０の
４個の角柱状部２２をカーペット３に固定する。
【０１３８】
　なお、本実施形態において、それぞれの脚部材２０の配置位置は、床材６の溝６Ｄに打
ち込まれた釘９１が、脚部材２０の水平部２１の上面２１Ａに固定されている板状部材９
０の内部に打ち込まれることが可能な位置であればよく、図１９に示すように、脚部材２
０の水平部２１の幅方向（図１９では左右方向）中央部の位置が、互いに隣接する床材６
同士の接合部分の位置と同じ又は略同じとならなくてもよい。また、それぞれの脚部材２
０の水平部２１の上面２１Ａに固定される板状部材９０の配置も、床材６の溝６Ｄに打ち
込まれた釘９１が打ち込まれることが可能な位置であればよく、脚部材２０の水平部２１
の上面２１Ａに載置可能な位置であればよい。
【０１３９】
　図２０は、床下地材がＲＣ（鉄筋コンクリート）製となっている場合に利用できる脚部
材の実施形態が示されている。脚部材の第８の実施形態となっている脚部材１００は、図
５の実施形態の脚部材２０と略同じ形状、構造、寸法を有しており、この脚部材１００が
脚部材２０と異なるのは、水平部１０１の中央部又は略中央部に長寸の釘が挿通可能な貫
通孔１０１Ａを形成したことである。なお、本実施形態においても、脚部材１００は、先
に床材６の下面６Ｂに取り付けるのではなく、先にカーペット３の上に載置した後、床下
地材に固定するものとなっている。
【０１４０】
　図２１には、ＲＣ（鉄筋コンクリート）製の床下地材８５に脚部材１００を固定した状
態を示す断面図が示されている。この図２１に示すように、床下地材８５にはアンカー部
材８６が埋設されており、脚部材１００の水平部１０１の貫通孔１０１Ａに長寸の釘８７
を挿通した後、ハンマー等の工具でこの釘８７をアンカー部材８６の内部に打ち込む。こ
れにより、脚部材１００は床下地材８５に固定される。なお、アンカー部材８６を床下地
材８５に埋設する前に、カーペット３のうち、アンカー部材８６を床下地材８５に埋設す
る部分は予め切除しておく。また、脚部材１００の４個の角柱状部１０２の下端部の端面
は、接着剤でカーペット３に固定するようにしてもよい。
【０１４１】
　なお、すべての脚部材１００を床下地材８５に固定した後は、脚部材１００の水平部１
０１の上面１０１Ｂに複数の床材６を順次載置していく。このとき、床材６の下面６Ｂと
、脚部材１００の水平部１０１の上面１０１Ｂとは、接着剤等で固定するようにする。
【０１４２】
　なお、本実施形態は、床下地材が木製となっている場合にも適用できる。すなわち、木
製の床下地材の内部にアンカー部材を埋設した後、脚部材１００の水平部１０１の貫通孔
１０１Ａに長寸の釘８７を挿通した後、ハンマー等の工具でこの釘８７をアンカー部材の
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内部に打ち込むようにしてもよい。
【０１４３】
　また、本実施形態において、脚部材１００をカーペット３の上に配置する位置は任意で
あり、例えば、脚部材１００の水平部１０１Ａの幅方向中央部が、互いに隣接する床材６
同士の接合部分の下となる位置であってもよく、先に配設された床材６の実６Ｃと溝６Ｄ
のうちの一方に嵌合する実６Ｃと溝６Ｄのうちの他方が形成されている側面とは反対側の
側面側に寄った位置等であってもよい。
【０１４４】
　なお、以上説明した各実施形態において、床材６の下面６Ｂに粘着剤を塗布しておき、
カーペット３の毛部３Ｂをこの粘着剤に粘着させてもよい。
【０１４５】
　以上説明した各実施形態では、軟質敷物部材はカーペットであったが、この軟質敷物部
材は、断熱材や遮音材等（例えば、グラスウール、ウレタンフォーム等）でもよい。すな
わち、以上説明した各実施形態に係る脚部材は、住宅やオフィス等の床下地材の上に既設
されているカーペットや絨毯等をフローリング等の硬質床に改装する場合に利用できるだ
けでなく、住宅やオフィス等の新築において、床下地材の上に配置される断熱材や遮音材
等の上をフローリング等の硬質床とする場合にも利用できる。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
　本発明は、住宅やオフィス等におけるカーペット、断熱材や遮音材等の軟質敷物部材の
上に設置する床材及び床の施工方法に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る床材、この床材の下面に取り付けられる脚部
材、及び前記床材が配置される軟質床を分離状態で示す斜視図である。
【図２】図２は、下面に脚部材が取り付けられている状態の図１の床材を表裏逆にして示
した斜視図である。
【図３】図３は、図１の床材の下面に取り付けられる第１の実施形態に係る脚部材の拡大
斜視図である。
【図４】図４は、改装後の床を左右両側の壁を含めて示す一部省略の縦断面図である。
【図５】図５は、図４の左側の壁に隣接して配置される床材の下面に取り付けられる第２
の実施形態に係る脚部材の拡大斜視図である。
【図６】図６は、第３の実施形態に係る脚部材の斜視図である。
【図７】図７は、図６の脚部材を床材の下面に取り付けるための補助工具の斜視図である
。
【図８】図８は、図６の脚部材を図７の補助工具を使用して床材の下面に取り付けたとき
を示す床材の縦断面図である。
【図９】図９は、第４の実施形態に係る脚部材の斜視図である。
【図１０】図１０は、第５の実施形態に係る脚部材の斜視図である。
【図１１】図１１は、第６の実施形態に係る脚部材の斜視図である。
【図１２】図１２は、図１１の脚部材が取り付けられている状態の床材の下面を示す図２
と同様の図である。
【図１３】図１３は、第７の実施形態に係る脚部材、及びこの脚部材が取り付けられてい
る床材の下面を示す図２と同様の図である。
【図１４】図１４は、軟質敷物部材であるカーペットの上に設置された床材の溝部に、こ
のカーペットを貫通して床下地材に達する釘が打ち込まれた状態を示す床の縦断面図であ
る。
【図１５】図１５は、先に脚部材をカーペットの上に配置するものとなっている床の施工
方法の一実施形態により施工されている途中の床の斜視図である。
【図１６】図１６は、水平部の上面にこの水平部の高さ位置を調整するための高さ位置調
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【図１７】図１７は、先にカーペットの上に固定されている図１６の脚部材の水平部の上
面に載置された床材の溝部に、カーペットを貫通して床下地材に達する釘が打ち込まれた
状態を示す床の縦断面図である。
【図１８】図１８は、先に脚部材をカーペットの上に配置するものとなっている床の施工
方法の別実施形態により施工されている途中の床の斜視図である。
【図１９】図１９は、床材の溝部に、図１８の脚部材の水平部の上面に載置固定された床
材の高さ位置調整部材となっている板状部材に達する釘が打ち込まれた状態を示す床の縦
断面図である。
【図２０】図２０は、床下地材が鉄筋コンクリート製となっている場合に使用できる第８
の実施形態に係る脚部材の斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０の脚部材が鉄筋コンクリート製の床下地材に固定されている
状態を示す床の断面図である。
【符号の説明】
【０１４８】
　２，８５　床下地材
　３　軟質敷物部材であるカーペット
　６　床材
　６Ｂ　床材の下面
　６Ｃ　実
　６Ｄ　溝
　１０，２０，３０，４０，５０，６０，７０，１００　脚部材
　１０Ａ，２２，３０Ａ，４０Ａ，５０Ａ，６２，１０２　脚部材の柱状部
　１０Ｂ，３０Ｂ，４０Ｂ，５０Ｂ　第１荷重受け部である幅広部
　１０Ｃ，３０Ｃ，４０Ｃ，５０Ｃ　第２荷重受け部である幅広部
　１０Ｄ，３０Ｄ，６２Ａ　第１侵入部である針部
　１０Ｅ，３０Ｅ　第２侵入部である針部
　２１，６１，１０１　荷重受け部である水平部
　４０Ｅ，５０Ｅ　侵入部であるねじ部
　７０Ａ　アングル状となっている脚部材の水平部
　７０Ｂ　アングル状となっている脚部材の垂下部
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